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下記のとおり旅行を行うので、旅客運賃割引証の交付を願います。

※ 保護者の方が、ボールペン又はインクで記入してください。(鉛筆は不可）

※ 裏面をよくお読みください。旅行の目的が裏面の使用目的に該当しない場合は

発行できないことがあります。

※ 学生割引証を利用して旅行する場合は、お子さんに必ず生徒手帳を携帯させて

ください。
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学生割引証交付願
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　上越市立雄志中学校長　様
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【使用目的の範囲】

学割証は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として

実施されている制度です。そのため学割証の発行は、原則として次の目的をもって旅行する

必要があると認められた場合に限られます。

（１）　休暇、所用による帰省

（２）　実験実習などの正課の教育活動

（３）　学校が認めた特別教育活動また体育・文化に関する正課外の教育活動

（４）　就職又は進学のための受験等

（５）　学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加

（６）　傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理

（７）　保護者の旅行への随行

【割引の内容】

（１）　JRで利用区間（鉄道線と航路）の片道の営業距離が１０１キロメートル以上ある場合に

運賃が２割引きになります。

（２）　長距離フェリーの中には、学割が利用できるところもあります。

【有効期限】

学割証は、発行の日から３か月間有効です。ただし、３年生は年度末の有効期限が

３月３１日までとなります。


